
 

○小牧市児童クラブ費用免除手続実施要領  

平成１９年４月１日 

１８小児第２３３４号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、小牧市児童クラブ（以下「児童クラブ」という）の

円滑な実施に資するため、経済的な理由によって児童クラブの利用が困

難な児童の保護者に対し、児童クラブの費用の免除（以下「クラブ費用

免除」という。）を行うことについて必要な事項を定めるものとする。 

（免除対象者） 

第２条 クラブ費用免除の対象となる者（以下「免除対象者」という。）

は、市内に住所を有し、児童クラブに在籍する児童の保護者で、次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 母子及び父子世帯のうち前年度の市民税非課税世帯 

(2) 母子及び父子世帯のうち前年度は課税世帯であった世帯で、当該年

度に非課税となった世帯 

(3) 生活保護世帯 

(4) 災害、疾病その他特別の事情により生計が著しく困難な状態にある

と認められる世帯 

（免除対象費用） 

第３条 クラブ費用免除の対象となる費用は、当該利用年度の児童クラブ

の費用（以下「クラブ費用」という。）とする。 

（免除の申請） 

第４条 クラブ費用の免除を受けようとする保護者は、市長が定める日ま

でに、児童クラブ費用免除申請書（別記様式。以下「申請書」という。）

に所得課税証明書、診断書、り災証明書等現在の保護者の状況を証明で

きるものを添えて市長に提出しなければならない。 

（認定） 

第５条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書に基づ

きその内容を審査し、クラブ費用免除の認定をするものとする。 



 

（認定の通知） 

第６条 市長は、前条の規定により認定したときは、保護者に対し、クラ

ブ費用免除の認定をした旨を速やかに通知するものとする。 

（年度途中の認定及び取消し） 

第７条 市長は、児童の転入等により年度の途中においてクラブ費用免除

の認定を必要とする者に対し、随時、クラブ費用免除の認定を行うもの

とする。この場合におけるクラブ費用免除は、当該免除の認定をした翌

月分以後のクラブ費用とする。 

２ 年度途中において婚姻等により免除対象者でなくなった者については、

認定を取り消すものとする。その場合、認定取消し事由の発生した月ま

では、クラブ費用を免除するものとする。 

（証拠書類の整備） 

第８条 市長は、保護者の申請書を他の関係書類とともに整理保存する。 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 



 

 


